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富田林市子育て福祉部保育課 

 このニュースでは、富田林市が進め

ている市立みどり保育園の民営化に

向けた取り組みについて、随時お知ら

せしていきます。  

 

★これまでの流れ 

 ９月に市立保育所民営化基本方針

が決まり、これをうけて「富田林市立

みどり保育園民営化移管法人選定委

員会」が設置されました。  

 この委員会は、みどり保育園の運営

を引き継いでいただく社会福祉法人

を選ぶという、重要な役割を担ってい

ただくもので、学識経験者（大学での

保育課程等の専門家など）や弁護士、

税理士、児童委員、公立保育所の保護

者代表で構成されています。  

 第１回の会議は、10 月１日（金）に

開催され、富田林市長から委嘱状が交

付されたあと、会議の運営方法や法人

の募集要項について、活発な議論が交

わされました。  

 会議では、法人の財務内容や理事等

の個人情報を扱うことから、活発な発

言について保障するために、今後とも

非公開となりましたが、委員名簿や会

議の検討内容については、近日中に市

のウェブサイトで公開する予定です。  

 

★移管先法人の募集に向けて 

 先の「富田林市立みどり保育園民営

化移管法人選定委員会」で決定した募

集要項に関して、10 月７日（木）から

募集要項などの配布を開始しました。 

また、社会福祉法人を対象とした応

募説明会を、10 月 12 日（火）に開催

しました。説明会には、大阪府内で認

可保育所を運営している 10 の社会福

祉法人が参加されました。  

 

★これからの予定 

11 月８日（月）から 12 日（金）ま

で、移管先法人の応募を受け付けま

す。その後、11 月中旬から選定委員会

において書類審査、ヒアリング審査、

実地審査（運営保育所の見学）を行い、

12 月末をめどに、移管先法人を決定し

ていく予定です。  

来年１月からは、富田林市と移管先

に内定した法人との間で移管に関す

る協議を行い、４月からは引継ぎのた

めの合同保育（市と法人の両職員によ

る保育）を開始していく計画です。  

 

 

 

○保育所民営化に関するご質問、お問

い合わせは、市役所子育て福祉部保

育課にお願いします。  

電 話：0721-25-1000（内線 298） 

ＦＡＸ：0721-24-8976 


